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美郷町水道施設情報管理システム構築業務プロポーザル審査要領 

 
(目的) 

第１ この要領は、「美郷町水道施設情報管理システム構築業務」における契約候補者を選定する

ためのプロポーザル審査方法について定めることを目的とする。 
(審査の方法) 

第２ 契約候補者選定の審査方法は以下のとおりとする。 
(１) 審査委員 
審査委員は、「美郷町水道施設情報管理システム構築業務委託プロポーザル審査委員会設置要

領」の定めるところによる。 
(２) 技術案、事業実施能力等に関する審査 
ア 各項目における点数の合計点は５００点とする。 
イ 審査項目及び配点は、別紙１「プロポーザル審査・評価項目及び採点表」のとおりとす

る。 
(３) プロポーザル審査の対象 
町が別に定める提案書等の関係書類及びプロポーザル提案者からの説明等（プレゼンテーシ

ョン）とする。 
(４) 業務提案書等への評価の着眼点 
業務提案書等に記載する項目は、実施要領の「８ 業務提案書等の提出（5）提出内容①～⑧」

の項目とし、評価は主に、業務に対する意欲及び理解度、業務提案書の適格性、実施手法の妥

当性、人員配置の妥当性、提案内容の根拠、見積・積算金額の妥当性を基準に評価をする。ま

た、提案内容全体が、本町の上水道施設の管理に寄与する提案となっているかについても考慮

する。 
１）事業者概要等 
  ア 品質管理・情報保護対策（配点５点） 
   （ⅰ）品質マネジメントシステム（ISO9001） 

    （ⅱ）個人の情報の取扱い（情報セキュリティマネジメントシステム）（ISO27001、 
JISQ27001）について 

  イ 業務受託実績（配点２０点） 
   （ⅰ）全国の構築実績 
２）配置技術者等 
  ア 配置される管理技術者の資格について（配点１０点） 
  イ 配置される照査技術者の資格について（配点１０点） 
  ウ 配置される担当技術者の資格について（配点１０点） 
  エ 配置される技術者の実績について（配点２０点） 
３）業務提案及び技術提案 
  ア 本業務に関する基本的な考え方について（配点２０点） 
  イ 本業務の実施体制について（配点２０点） 
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  ウ 本業務のスケジュールについて（配点２０点） 
  エ 現地調査について（配点３０点） 
  オ システムの構築及び機能等について（配点２１５点） 
  カ その他追加提案等について（配点２０点） 
４）提案見積価格 

    見積書に記載された提案見積価格について、次に示す審査方法により評価し、得点を

付与する。提案価格に応じて得点化する。（配点１位１００点） 
   ２位以下 価格評価点＝（１位の提案価格／当該業者提案価格）×１００点 
   （なお、得点は、小数点第１位までとし、小数点第２位を四捨五入した値とする。） 

(５) 契約候補者の決定方法 
各審査委員の採点の合計を各提案の点数とし、各審査委員の採点の合計点により順位を付す。

採点結果に基づき、予算の範囲内で契約候補者を１～２団体程度選定する。 
(６) 複数の同得点者が生じた場合 
複数の同得点者が生じた場合は、それらの者のみを対象として再審査を行い、順位を決定す

る。再審査においても複数の同得点者が生じた場合は、各委員の協議によって順位を決定する。 
(７) 最低基準 
次の各号に掲げる項目を最低基準とし、基準を満たさない提案は、原則として選定の対象と

しない。 
① 合計点の合計が最低基準点２９７点以上であること。 
② 項目のうち「配置技術者等」が全て標準点以上であること。 
③ システム機能要件の各項目において０点の項目がないこと。 

(８) 応募者が１者の場合又はない場合の取扱い  
応募者が１者になった場合でも審査を行い、最低基準点を満たす場合は、当該提案者を契約

候補者とする。最低基準点に満たない場合又は提案者がない場合に、事業を実施する場合は、

再度公募を実施する。 
(その他) 

第３ この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、その都度協議の上、決

定する。 
附則 
この要領は、令和元年５月１０日から施行する。 

 
 


